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１　特許権消尽と最高裁判決
（１）特許権の消尽とは

特許権の消尽とは、一般に、特許権者又は実
施権者が当該特許発明に係る製品を譲渡した場合、
以降、当該特許権の効力は、当該特許製品を使用、
譲渡等する行為には及ばないことを意味する。し
かし、特許法には特許権の消尽に関する規定はない。

他の知的財産法の中には、以下のとおり、消尽
に関する規定があるものがある。

半導体集積回路の回路配置に関する法律
12条３項　回路配置利用権者、専用利用権者又
は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造し
た半導体集積回路（当該半導体集積回路を組み
込んだ物品を含む。以下この項において同じ。）
を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、
その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸
し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、


